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告 示

北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量（１台分に係る１月当たりの単価）
ア パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 台
イ パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 台
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
契 約 期 間
ア 平成 年６月１日から平成 年５月 日まで。ただし、予算の範囲内で、当該契約
期間を変更することがあり得る。
イ 平成 年６月１日から平成 年５月 日まで。ただし、予算の範囲内で、当該契約
期間を変更することがあり得る。
納 入 場 所 入札説明書による。

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号に規定する物品の賃貸借の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

３ 契約条項を示す場所
北海道総務部行政改革局総務業務センター

４ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館 階共用 会議室
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（送付による場合は、郵便番号 札幌市中央区北３条西
７丁目 北海道総務部行政改革局総務業務センター）

入 札 日 時 平成 年４月 日（火）午前 時 分（送付による場合は、平成
年４月 日（月）までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

５ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

６ 一連の調達契約に関する事項
この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の
公告の予定時期
ア 名称及び数量 パーソナルコンピュータの売買 台
イ 予 定 時 期 平成 年５月頃
この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成 年 月 日付け北海道告示第 号

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ３に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る返信
用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見合う郵便
料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契約に関す
る事務を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定により定めた予定
価格（１台分に係る１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１台分に係る１月
当たりの単価）をもって入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。

９ 入札参加申込書の提出
提 出 期 限 平成 年４月 日（木）午後５時（送付による場合は、平成 年

４月 日（水）必着）
提 出 場 所 ３に同じ。

そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
入札金額等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）取扱い

ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 分の５に相当す
る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り
捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった１台分に係る１月当たり
の契約金額の 分の に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業
者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成
員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出す
ること。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道総務部行政改革局総務業務センター
イ 所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号

．
．
．
．

．

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（支庁長の統轄に属さない出先機関の指定）の一部を次のよ
うに改正し、平成 年４月１日から施行する。

平成 年３月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

「北海道競馬事務所
を「北海道競馬事務所」に改める。

札幌医科大学 」

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（北海道職員の特殊勤務手当に関する条例に基づく医学研究



北 海 道 公 報 第 号平成 年３月 日（金曜日）

調査手当の額）の一部を次のように改正し、平成 年４月１日から施行する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
第２項の表中

る。

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（北海道職員の特殊勤務手当に関する条例附則第２項の規定
による離島その他医学研究調査に不便な地に所在する部局及び医学研究調査手当の額）の一
部を次のように改正し、平成 年４月１日から施行する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
第１項の表北海道立診療所の項中「北海道立余別診療所」及び「北海道立糠平診療所」を

削る。

北海道告示第 号

新潟市及び浜松市を全国自治宝くじ事務協議会に加えるとともに、全国自治宝くじ事務協
議会規約の一部を変更したので、地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条の６の規定に
基づき、その例によることとされる同法第 条の２第２項の規定により、次のとおり告示
し、平成 年４月１日から施行する。

平成 年３月 日

「

」

を
札幌医科大学

学 長

学 部 長
附属病院
長

教 授

助 教 授
そ の 他

北海道立身体障害者リハ
ビリテーションセンター

所 長
そ の 他

「

」
に改め北海道立身体障害者リハ

ビリテーションセンター
所 長
そ の 他

北海道知事 高 橋 はるみ
全国自治宝くじ事務協議会に新潟市及び浜松市を加え、これに伴い全国自治宝くじ事務協
議会規約の一部を次のように変更する。
第３条第２号中「堺市」の次に「、新潟市、浜松市」を加える。
附 則

この規約は、平成 年４月１日から施行する。

北海道告示第 号

新潟市及び浜松市を関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会に加えるとともに、関東・中
部・東北自治宝くじ事務協議会規約の一部を変更したので、地方自治法（昭和 年法律第
号）第 条の６の規定に基づき、その例によることとされる同法第 条の２第２項の規定
により、次のとおり告示し、平成 年４月１日から施行する。

平成 年３月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会に新潟市及び浜松市を加え、これに伴い関東・中
部・東北自治宝くじ事務協議会規約の一部を次のように変更する。
第３条第２号中「横浜市」の次に「、新潟市」を、「静岡市」の次に「、浜松市」を加え
る。

附 則

この規約は、平成 年４月１日から施行する。

北海道告示第 号

平成 年北海道告示第 号（環境影響評価に関する技術的方法等の一般的指針）の全部
を次のように改正し、平成 年 月１日から施行する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道環境影響評価条例施行規則（平成 年北海道規則第７号）第７条、第 条から第
条まで、第 条、第 条の２、第 条、第 条、第 条から第 条まで及び第 条の規定に
基づき、環境影響評価に関する技術的方法等の一般的指針を別冊のとおり定めた。
別冊は省略し、その別冊は、北海道環境生活部環境局環境政策課に据え置いて縦覧に供す
る。

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（悪臭防止法に基づく規制基準の設定）の全部を次のように
改正し、平成 年 月 日から施行する。
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平成 年３月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

悪臭防止法（昭和 年法律第 号。以下「法」という。）第４条の規定により、工場その
他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の規制基準を次のとおり定め、平
成 年４月１日から適用する。
１ 法第４条第１項第１号の規定に基づく敷地の境界の地表における規制基準

２ 法第４条第１項第２号の規定に基づく煙突その他の気体排出口における規制基準
１で定める規制基準を基礎として悪臭防止法施行規則（昭和 年総理府令第 号。以下

「環境省令」という。）第３条に定める方法により、特定悪臭物質（メチルメルカプタン、
硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、
ノルマル吉草酸及びイソ吉酸を除く。）の種類ごとに算出して得た流量。
３ 法第４条第１項第３号の規定に基づく排出水に含まれる特定悪臭物質の敷地外における
規制基準
１で定める規制基準を基礎として環境省令第４条に規定する方法により算出したメチル
メルカプタン、硫化水素、硫化メチル及び二硫化メチルの種類ごとの排出水中の濃度の値。
ただし、メチルメルカプタンは、環境省令第４条の規定により算出した排出水中の濃度の
値が１リットルにつき ミリグラム未満の場合は、１リットルにつき ミリグラム
とする。
４ 法第４条第２項第１号の規定に基づく敷地の境界の地表における規制基準

区域の区分
規制物質 区域 区域 区域

アンモニア

メチルメルカプタン

硫化水素

硫化メチル

二硫化メチル

トリメチルアミン

アセトアルデヒド

プロピオンアルデヒド

ノルマルブチルアルデヒド

イソブチルアルデヒド

ノルマルバレルアルデヒド

イソバレルアルデヒド

イソブタノール

酢酸エチル

メチルイソブチルケトン

トルエン

スチレン

キシレン

プロピオン酸

ノルマル酪酸

ノルマル吉草酸

イソ吉草酸

５ 法第４条第２項第２号の規定に基づく煙突その他の気体排出口における規制基準
４で定める規制基準を基礎として環境省令第６条の２により算出された臭気排出強度又
は臭気指数
６ 法第４条第２項第３号の規定に基づく排出水に含まれる悪臭原因物の敷地外における規
制基準
４で定める規制基準を基礎として環境省令第６条の３により算出された臭気指数

備考１ 区域、 区域及び 区域とは、それぞれ工場その他の事業場における事業活動に
伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域（平成 年北海道告示第 号）に
より、指定された 区域、 区域及び 区域をいう。
２ 特定悪臭物質の測定は、昭和 年５月 日環境庁告示第９号に定める方法によるこ
ととする。

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（騒音規制法に基づく規制地域等の指定）の一部を次のよう
に改正し、平成 年４月１日から施行する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
岩見沢市、砂川市、北広島市、石狩市及び北斗市の地域についての図を次の図のように改

区域

石狩市 臭気指数
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める。
備考 この告示により指定された地域であって従前から引き続き騒音規制法（昭和 年法
律第 号）第３条第１項の規定により指定されていたものに係る同法第 条第３項に
規定する「指定地域となつた日」は、当該地域が従前の規定により最初に指定地域と
なった日である。

（「次の図」は、省略し、北海道環境生活部環境局環境保全課及び関係支庁に備え置いて
縦覧に供する。）

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動及び
特定建設作業に伴って発生する振動を規制する地域等の指定）の一部を次のように改正し、
平成 年４月１日から施行する。

平成 年３月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

岩見沢市、砂川市、北広島市、石狩市及び北斗市の地域についての図を次の図のように改
める。
備考 この告示により指定された地域であって従前から引き続き振動規制法（昭和 年法
律第 号）第３条第１項の規定により指定されていたものに係る同法第 条第３項に
規定する「指定地域となつた日」は、当該地域が従前の規定により最初に指定地域と
なった日である。

（「次の図」は、省略し、北海道環境生活部環境局環境保全課及び関係支庁に備え置いて
縦覧に供する。）

北海道告示第 号

平成元年北海道告示第 号（悪臭防止法に基づく規制地域等の指定）の全部を次のよう
に改正し、平成 年４月１日から施行する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
悪臭防止法（昭和 年法律第 号。以下「法」という。）第３条の規定により、工場その

他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域を次のとお
り定める。
１ 法第４条第１項の規定に基づく特定悪臭物質の規制基準を定める地域
小 市、室蘭市、釧路市、帯広市、夕張市、岩見沢市、網走市、留萌市、苫小牧市、稚
内市、美唄市、 別市、江別市、赤平市、紋別市、士別市、名寄市、三笠市、根室市、千
歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島

市、北斗市、当別町、七飯町、八雲町、 知安町、共和町、岩内町、余市町、南幌町、奈
井江町、長沼町、栗山町、鷹栖町、東神楽町、美瑛町、上富良野町、羽幌町、大空町、美
幌町、斜里町、遠軽町、洞爺湖町、白老町、安平町、厚真町、むかわ町、日高町、新ひだ
か町、浦河町、音更町、士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、広尾町、幕別町、池
田町、豊頃町、本別町、足寄町、浦幌町、釧路町、厚岸町、標茶町、弟子屈町、白糠町、
別海町及び中標津町の地域について、 区域、 区域及び 区域を次の図のとおり指定す
る。
２ 法第４条第２項の規定に基づく臭気指数による規制基準を定める地域
石狩市の地域について、 区域を次の図のとおり指定する。
備考 この告示により指定された地域であって従前から引き続き法第３条の規定により指
定されていたものに係る法第８条第３項に規定する「規制地域となつた日」は、当該
地域が従前の規定により最初に規制地域となった日である。

（「次の図」は、省略し、北海道環境生活部環境局環境保全課及び関係支庁に備え置いて
縦覧に供する。）

北海道告示第 号

北海道青少年保護育成条例（昭和 年北海道条例第 号）第５条第１項第３号の規定によ
り、次の図書類を有害図書類として指定する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
図書類
の種別

図書コード等又は
日本ビデオ倫理協
会審査番号等

図 書 類 の 名 称 発 行 所、 制 作 所、
受 審 会 社 等

雑 誌 ストリート・シュガー ４ 年４月１日発行 株式会社 サ ン 出 版
同 ！【マジ！】 ４月号 年４月１日発行 ミリオン出版株式会社
同 ！ ４月号 年４月１日発行 株式会社ワニマガジン社
同 もっとすごい本当の 話コレクション ４月号 株式会社 バウハウス

年４月 日発行
同 年４月６日発行 英 知 出 版 株 式 会 社
同 年４月７日発行 株式会社 バウハウス
同 オフィス裏情事セクハラ 株式会社 一 水 社

年４月 日発行
同 バンディッツ ４ 年４月１日発行 ミリオン出版株式会社
同 ［月刊］メルフレボンバー 年４月１日発行 ベストセラーズ
同 ザ・ベストマガジン 年４月１日発行 同
同 オレンジ通信 ４ 年４月１日発行 株式会社 東京三世社
同 ビデオボーイ 年４月１日発行 英 知 出 版 株 式 会 社
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北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、深川土地改良区から、
次のとおり役員の就任の届出があった。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
就任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成 理 事 森 初 雄 雨竜郡妹背牛町字大鳳 番地

雑 誌 チョベコミ！ ４月号 年４月１日発行 株式会社 東京三世社
同 バズーカ ４月号 年４月１日発行 辰 巳 出 版 株 式 会 社
同 海賊 １ ４月号 年４月１日発行 株式会社 竹 書 房
同 ヴァッカ！ ！ 年４月 日発行 株式会社 バウハウス
同 ッスペシャル ４月号 年４月１日発行 株式会社ワニマガジン社
指定の理由 著しく粗 性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけるもの等であって、青少

年の健全な育成を害するおそれがあると認められるため

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 土 地 改 良 区 名
平成 空知土地改良区
同 雨竜土地改良区
同 南美原土地改良区

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次の地区について道営
土地改良事業の土地改良事業計画を定めた。
その関係書類は、平成 年４月３日から 日間、一般の縦覧に供する。
なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起

算して 日以内に北海道知事に異議申立てをすることができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。

平成 年３月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
サ ロ マ 草地整備［担い手中核型］（区画整理） 北海道網走支庁
門 別 中山間地域総合整備（ほ場整備、客土、暗きょ、農用地改良保全） 北海道日高支庁
新 冠 同 同

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第９項の規定により、鷹栖町鷹栖東地区
の換地処分をした。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 古宇郡神恵内村大字赤石村 の１・ （以上２筆につ

いて次の図に示す部分に限る。）、 の１
２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道後志支庁産
業振興部林務課及び神恵内村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成 年３月 日
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北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除に係る保安林の所在場所 様似郡様似町字幌満 の３（次の図に示す部分に

限る。）
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
解 除 の 理 由 指定理由の消滅

２ 解除に係る保安林の所在場所 様似郡様似町字幌満 の３（次の図に示す部分に
限る。）

保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
解 除 の 理 由 指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を北海道日高支庁産業振興部林務課及び様似町役場に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和 年
法律第 号）第 条の規定による通知があった。

平成 年３月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除予定保安林の所在場所 北見市（国有林。次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 水源のかん養
解 除 の 理 由 道路用地とするため

２ 解除予定保安林の所在場所 田郡真狩村字神里 の１・ の１（以上２筆に
ついて次の図に示す部分に限る。）、 の２

保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
解 除 の 理 由 指定理由の消滅

３ 解除予定保安林の所在場所 田郡真狩村字豊川 の１・ の３（以上２筆に
ついて次の図に示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
解 除 の 理 由 指定理由の消滅

４ 解除予定保安林の所在場所 田郡真狩村字豊川 の１（次の図に示す部分に
限る。）

保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
解 除 の 理 由 指定理由の消滅

５ 解除予定保安林の所在場所 勇払郡むかわ町穂別長和 の１（次の図に示す部
分に限る。）

保安林として指定された目的 水源のかん養

解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課並びに北見市役所及
び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保 上川郡美瑛町（次の図に示す部分に限る。）
安林の所在場所

２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道上川支庁産
業振興部林務課及び美瑛町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

土地収用法（昭和 年法律第 号）第 条第１項ただし書の規定により、次のとおり土
地に立ち入る旨、通知があった。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 起 業 者 の 名 称 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
２ 事 業 の 種 類 北海道新幹線建設工事及び附帯工事
３ 立ち入ろうとする土地の区域 上磯郡木古内町字建川、字鶴岡、字新道、字本町、字

木古内、字大平、字札苅、字幸連、字橋呉及び字亀川
北斗市茂辺地、市ノ渡、柳沢、三好、水無、桜岱、添

山、押上、大工川、中野、清川、千代田、清水川、開発、
白川、稲里、市渡及び村山
亀田郡七飯町字鶴野、字飯田町及び字桜町
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４ 立 入 期 間 平成 年４月１日から平成 年３月 日まで 勇 建 設 有 限 会 社 般 十第 号 同
野 口 建 具 製 作 所 般 十第 号 同
田 中 住 建 株 式 会 社 般 根第５号 同
磯 角 農 機 株 式 会 社 般 根第 号 同

２ 許可の一部廃業
商 号 又 は 名 称 建設業の許可の番号 処分年月日
日本建機サービス販売株式会社 般 石第 号 平成
株式会社 ア ー ト 般 石第 号 同
株式会社 有 明 工 業 所 般 石第 号 同
株式会社 ホ ッ コ ウ 般 石第 号 同
江 栄 工 業 株 式 会 社 般 石第 号 同
株式会社 小 林 塗 装 般 石第 号 同
大 東 通 工 株 式 会 社 般 石第 号 同
株式会社 染 野 建 設 般 石第 号 同
有限会社 エ ス テ ィ 工 業 般 渡第 号 同
株式会社 寿 都 建 設 般 後第 号 同
株式会社 寿 都 建 設 般 後第 号 同
進 成 建 設 株 式 会 社 般 空第 号 同
今 野 建 設 株 式 会 社 般・特 空第 号 同
株式会社 ミ ツ ワ ハ ウ ス 特 空第 号 同
寺 岡 工 務 株 式 会 社 特 空第 号 同
株式会社 筒 渕 建 設 般 上第 号 同
株式会社 貝 森 組 特 留第 号 同
国 安 産 業 株 式 会 社 般 網第 号 同
株式会社 郡 土 木 般 網第 号 同
株式会社 開 発 般 胆第 号 同
株式会社 丸 博 野 沢 組 般 胆第 号 同
亀 倉 建 設 株 式 会 社 特 胆第 号 同
壮 建 興 業 株 式 会 社 般・特 胆第 号 同
株式会社 南 川 産 業 般 胆第 号 同
株式会社 浜 出 建 設 般 十第 号 同
有限会社 浜 藤 基 礎 工 業 般 十第 号 同
有限会社 ハ ウ ジ ン グ 信 和 般 十第 号 同
株式会社 三 和 設 備 工 業 特 根第 号 同

北海道告示第 号

建設業法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次のとおり廃業等の届出
のあった建設業の許可を取り消した。
「次のとおり」は、省略し、その住所等は北海道建設部建設管理局建設情報課に備え置い

て縦覧に供する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 許可の全部廃業
商 号 又 は 名 称 建設業の許可の番号 処分年月日
梅 田 鐵 鋼 株 式 会 社 般 石第 号 平成
有限会社 丸 元 高 橋 工 務 店 般 石第 号 同
有限会社 丸 政 服 部 工 業 般 石第 号 同
有限会社 北 邦 建 設 般 石第 号 同
株式会社 タ ク マ 技 建 般 石第 号 同
株式会社 嘉 指 工 業 般 石第 号 同
ハ ヤ シ 工 業 般 石第 号 同
旭硝子北海道建材株式会社 般 石第 号 同
光 陽 建 設 株 式 会 社 般 石第 号 同
環 境 シ ス テ ム 株 式 会 社 般 後第 号 同
関 工 業 所 般 後第 号 同
佐 々 木 建 設 般 空第 号 同
有限会社 井 上 工 務 店 般 空第 号 同
有限会社 田 村 作 工 般 空第 号 同
山 崎 商 工 株 式 会 社 般 空第 号 同
秋 元 建 設 株 式 会 社 般 空第 号 同
空 知 木 工 有 限 会 社 般 空第 号 同
佐 藤 塗 装 工 業 般 空第 号 同
ヨ シ モ ト 産 業 株 式 会 社 般 空第 号 同
丸 北 北 嶺 興 業 株 式 会 社 般 空第 号 同
小 林 木 工 般 空第 号 同
シーテッ ク 工 業 株 式 会 社 般・特 留第 号 同
株式会社 渡 建 設 特 網第 号 同
株式会社 八 晃 建 設 般 十第 号 同
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道道 津 別 陸 別 線 足寄郡陸別町字陸別原野西１線 番 地先から 同
北海道帯広土木現業所 足寄郡陸別町字陸別原野基線 番７地先まで
道道 豊 頃 糠 内 芽 室 線 中川郡豊頃町農野牛 番地先から 同
北海道帯広土木現業所 中川郡豊頃町農野牛 番地先まで
道道 帯 広 浦 幌 線 河東郡音更町十勝川温泉北 丁目１番４地先から 同
北海道帯広土木現業所 河東郡音更町十勝川温泉北 丁目１番 地先まで
道道 帯 広 新 得 線 河東郡音更町字下音更北５線西 番１地先から 同
北海道帯広土木現業所 河東郡音更町字然別北５線西 番１地先まで

上川郡新得町字上佐幌 番 地先から 同
上川郡新得町字上佐幌 番１地先まで

道道 鹿 追 糠 平 線 河東郡鹿追町国有林十勝西部森林管理署東大雪支署 林班に小班地先 同
北海道帯広土木現業所 から河東郡鹿追町国有林十勝西部森林管理署東大雪支署 林班に小班

地先まで
道道 中 美 生 芽 室 線 河西郡芽室町美生２線 番３地先から 同
北海道帯広土木現業所 河西郡芽室町美生２線 番４地先まで
道道 下居辺高島停車場線 河東郡士幌町字下居辺基線 番１地先から 同
北海道帯広土木現業所 河東郡士幌町字下居辺基線 番１地先まで

河東郡士幌町字下居辺基線 番８地先から 同
河東郡士幌町字下居辺基線 番３地先まで

道道 士 幌 然 別 湖 線 河東郡士幌町字上音更西６線 番２地先から 同
北海道帯広土木現業所 河東郡士幌町字上音更西６線 番１地先まで
道道 忠 別 清 水 線 上川郡清水町字清水基線 番３地先から 同
北海道帯広土木現業所 上川郡清水町字清水基線９番３地先まで

上川郡新得町字トムラウシ国有林十勝西部森林管理署東大雪支署 林 同
班ろ１小班地先（河川敷地）から上川郡新得町字トムラウシ国有林十勝
西部森林管理署東大雪支署 林班い小班地先（河川敷地）まで
上川郡新得町屈足旭町２丁目 番１地先から 同
上川郡新得町屈足旭町３丁目 番１地先まで

道道 笹 川 士 幌 線 河東郡音更町字西中音更北 線 番６地先から 同
北海道帯広土木現業所 河東郡音更町字西中音更北 線 番１地先まで
道道 大 津 旅 来 線 中川郡豊頃町旅来 番１地先から 同
北海道帯広土木現業所 中川郡豊頃町旅来 番１地先まで
道道 士 幌 上 士 幌 線 河東郡士幌町字士幌西２線 番２地先から 同
北海道帯広土木現業所 河東郡士幌町字士幌西２線 番１地先まで
道道 中札内インター線 河西郡中札内村協和東１線 番４地先から 同
北海道帯広土木現業所 河西郡中札内村協和東３線 番 地先まで

河西郡中札内村協和東３線 番 地先から 同
河西郡中札内村協和東３線 番４地先まで

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か

ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 及 び 縦 覧 場 所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 夕 張 新 得 線 勇払郡占冠村字上トマム 番２地先から 平成
北海道旭川土木現業所 勇払郡占冠村字上トマム 番１地先まで
道道 上 雨 紛 台 場 線 旭川市神居町富沢 番１地先から 同
北海道旭川土木現業所 旭川市神居町富沢 番１地先まで
道道 十勝岳温泉美瑛線 上川郡美瑛町字美瑛原野 番 地先から 同
北海道旭川土木現業所 上川郡美瑛町字美瑛原野 番１地先まで
道道 士 別 滝 の 上 線 士別市朝日町上似峡国有林上川北部森林管理署 林班ち小班地先から 同
北海道旭川土木現業所 士別市朝日町上似峡国有林上川北部森林管理署 林班ち小班地先まで
道道 三 和 剣 淵 線 上川郡剣淵町南桜町 番３地先から 同
北海道旭川土木現業所 上川郡剣淵町南桜町 番３地先まで
道道 ペンケ下川停車場線 上川郡下川町南町 番１地先から 同
北海道旭川土木現業所 上川郡下川町南町 番１地先まで
道道 温根別剣淵停車場線 上川郡剣淵町西原町 番地先から 同
北海道旭川土木現業所 上川郡剣淵町西原町 番２地先まで
道道 枝 幸 音 威 子 府 線 枝幸郡枝幸町下幌別 番３地先（一般国道 号交点）から 同
北海道稚内土木現業所 枝幸郡枝幸町下幌別 番１地先まで

枝幸郡枝幸町歌登桧垣町 番６地先から 同
枝幸郡枝幸町歌登桧垣町 番 地先まで

道道 沓形仙法志鴛泊線 利尻郡利尻富士町鴛泊字雄忠志内 番地先から利尻郡利尻富士町鴛泊 同
北海道稚内土木現業所 字雄忠志内国有林宗谷森林管理署 林班地先まで

利尻郡利尻富士町鴛泊字湾内 番１地先から 同
利尻郡利尻富士町鴛泊字港町４番４地先まで

道道 利 尻 富 士 利 尻 線 利尻郡利尻富士町鴛泊字大磯地先（国有未開地）から 同
北海道稚内土木現業所 利尻郡利尻富士町鴛泊字大磯地先（国有未開地）まで

； 利尻郡利尻富士町鴛泊字本泊 番１地先から 同
利尻郡利尻富士町鴛泊字本泊 番１地先まで

道道 豊 富 浜 頓 別 線 宗谷郡猿払村字上猿払 番１地先から 同
北海道稚内土木現業所 宗谷郡猿払村字上猿払 番１地先まで

宗谷郡猿払村字上猿払 番地先から 同
宗谷郡猿払村字上猿払 番４地先まで
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道道 早 来 千 歳 線 勇払郡安平町早来富岡 番１地先（道道千歳鵡川線交点）から 平成
北海道室蘭土木現業所 勇払郡安平町早来富岡 番 地先まで
道道 沓形仙法志鴛泊線 利尻郡利尻富士町鬼脇字石崎 番１地先から 同
北海道稚内土木現業所 利尻郡利尻富士町鬼脇字石崎 番２地先まで

利尻郡利尻富士町鬼脇字石崎 番地先から 同
利尻郡利尻富士町鬼脇字石崎 番６地先まで
利尻郡利尻富士町鬼脇字石崎 番２地先から 同
利尻郡利尻富士町鬼脇字石崎 番地先まで

道道 豊 頃 糠 内 芽 室 線 河西郡芽室町本通り１丁目 番１地先から 同
北海道帯広土木現業所 河西郡芽室町本通り９丁目２番１地先まで
道道 花 咲 港 温 根 沼 線 根室市西和田 番１地先から 同
北海道釧路土木現業所 根室市西和田 番１地先まで
道道 中 西 別 計 根 別 線 野付郡別海町上春別 番４地先から 同
北海道釧路土木現業所 野付郡別海町上春別 番 地先まで
道道 別 海 厚 岸 線 野付郡別海町別海 番 地先から 同
北海道釧路土木現業所 野付郡別海町別海 番１地先まで
道道 摩 周 湖 中 標 津 線 標津郡中標津町字養老牛 番１地先から 同
北海道釧路土木現業所 標津郡中標津町字西竹 番１地先まで

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か

ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 道路の路線名、縦覧場所及び区域

路線名及び縦覧場所 区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
岩 見 沢 三 笠 線 三笠市弥生花園町 番 地先から 前 から ――北海道札幌土木現業所 三笠市弥生花園町 番 地先まで まで

後 から ――まで
三 笠 栗 山 線 岩見沢市栗沢町茂世丑 番地先から 前 から ――北海道札幌土木現業所 岩見沢市栗沢町茂世丑 番地先まで まで

後 から ――まで

稚 内 天 塩 線 天塩郡幌延町字浜里 番８地先（河川敷地） 前 から ――北海道留萌土木現業所 から天塩郡天塩町字川口 番１地先まで まで

後 から ――まで
豊 富 遠 別 線 天塩郡遠別町字幸和 番１地先から 前 から ――北海道留萌土木現業所 天塩郡遠別町字幸和 番地先まで まで

後 から ――まで
上問寒問寒別停車場線 天塩郡幌延町字上問寒 番２地先から 前 から ――北海道留萌土木現業所 天塩郡幌延町字上問寒 番２地先まで まで

後 から ――まで
小 清 水 女 満 別 線 網走市字音根内 番３地先から 前 から ――北海道網走土木現業所 網走市字実豊 番１地先まで まで

前 から ――まで

後 から ――まで
別 海 厚 岸 線 厚岸郡浜中町茶内西７線 番地先から 前 から ――北海道釧路土木現業所 厚岸郡浜中町茶内西４線 番地先まで まで

前 から ――まで

後 から ――まで

北海道告示第 号

水防法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、水防警報を行う河川を次の
とおり指定した。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
水 防 警 報 区水系名 河川名

左 岸 右 岸
石狩川 支 川 樺戸郡新十津川町字幌加 番 地先の南幌 樺戸郡新十津川町字幌加 番 地先の南

徳富川 加橋下流端から樺戸郡新十津川町字中央 幌加橋下流端から樺戸郡新十津川町字中
番 地先の水道橋下流端まで 央８番７地先の水道橋下流端まで

北海道告示第 号
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関する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

３ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
層雲峡小学校の沢（左の沢）（ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
上川郡上川町層雲峡（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
土石流
同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

４ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭 町３（ ３ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市 町（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊
同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

５ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭 町１（ ３ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市 町（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊
同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

６ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭大沢町２丁目２（ ３ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市大沢町２丁目（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 年法律第
号）第６条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 土砂災害警戒区域の箇所番号
室蘭御崎（ ３ ）

２ 土砂災害警戒区域の表示
室蘭市御崎町２丁目（次の図のとおり）

３ 土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊
（「次の図」は省略し、その図面を北海道室蘭土木現業所及び室蘭市役所に備え置いて縦

覧に供する。）

北海道告示第 号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 年法律第
号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

上川層雲峡 （ ４ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
上川郡上川町層雲峡（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊
同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

２ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
層雲峡小学校の沢（右の沢）（ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
上川郡上川町層雲峡（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
土石流
同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
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同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

７ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭輪西１（ ３ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市輪西町１丁目（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊
同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

８ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭中島本町３丁目４（ ３ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市中島本町３丁目（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊
同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

９ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭中島本町３ ２（ ３ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市中島本町３丁目（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊
同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

（「次の図」は省略し、その図面を関係土木現業所並びに室蘭市役所及び上川町役場に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指

定）の一部を次のように改正し、平成 年４月２日から施行する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 売りさばき人の項株式会社北海道銀行の事項中「同 芽室支店」の次に「同
芽室支店芽室町役場派出所」を、「同 広尾支店」の次に「同 広尾支

店広尾町役場派出所」の各１事項を加え、同項須藤弘三の事項を削る。

北海道告示第 号

平成 年北海道告示第 号（特定調達契約に係る資格の北海道告示登載事項）を次のよ
うに改正し、特定調達契約に係る資格に関する公示が平成 年３月 日以後に行われるもの
について適用する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
２の事項を次のように改める。
２ 資格要件の特例
中小企業等協同組合法（昭和 年法律第 号）、中小企業団体の組織に関する法律

（昭和 年法律第 号）又は商店街振興組合法（昭和 年法律第 号）の規定に基づき
設立された組合又はその連合会（以下「中小企業組合等」という。）については、当該組
合又はその連合会が次のいずれかに該当するときは、２に掲げる営業年数等の要件は、適
用しない。

経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するとき。
企業組合及び協業組合にあっては、設立の際に資格を有する者であるものが構成員の
過半数を占めているとき。
３の のイの事項中「中小企業等協同組合（企業組合を除く。）」を「中小企業組合等

（企業組合及び協業組合を除く。）」に改め、３の のエの事項を次のように改める。
エ 中小企業等協同組合法（昭和 年法律第 号）、中小企業団体の組織に関する法
律（昭和 年法律第 号）又は商店街振興組合法（昭和 年法律第 号）の規定に
基づき設立された組合又はその連合会（企業組合及び協業組合を除く。）である資格
を有する者でその構成員（資格を有する者であるものに限る。）を変更したもの

３の のオの事項を削る。

札 幌 医 科 大 学 告 示

札幌医科大学告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。



北 海 道 公 報 第 号平成 年３月 日（金曜日）

平成 年３月 日
札幌医科大学長 今 井 浩 三

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量
札幌医科大学附属病院寝具類賃貸借契約
患者用寝具 １日１組当たりの単価 調達予定数量 組
病衣 １日１組当たりの単価 調達予定数量 組
肌着（下着） １枚当たりの単価 調達予定数量 枚
肌着（中着） １枚当たりの単価 調達予定数量 枚
肌着（長着） １枚当たりの単価 調達予定数量 枚
洋オムツ １枚当たりの単価 調達予定数量 枚
保育器用シーツ １枚当たりの単価 調達予定数量 枚
宿直用寝具 １日１組当たりの単価 調達予定数量 組

２ 落札を決定した日
平成 年３月 日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 ワタキューセイモア株式会社
住 所 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼 番地の２

４ 落札金額
円 銭
円 銭
円
円
円
円 銭
円
円 銭

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年２月２日付け札幌医科大学告示第７号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 札幌医科大学事務局業務課
所在地 札幌市中央区南１条西 丁目

札幌医科大学告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年３月 日

札幌医科大学長 今 井 浩 三
１ 落札に係る物品等の名称及び数量

ア 落札に係る物品等の名称 ドセタキセル（ ／瓶（溶解液付））
１瓶当たりの単価

イ 数量 調達予定数量 瓶
ア 落札に係る物品等の名称 インフリキシマブ（遺伝子組換え）（ ／瓶）
１瓶当たりの単価

イ 数量 調達予定数量 瓶
２ 落札を決定した日
平成 年３月 日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 株式会社ほくやく
住 所 札幌市中央区北 条西 丁目１番１号
氏 名 株式会社ほくやく
住 所 札幌市中央区北 条西 丁目１番１号

４ 落札金額
円
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年２月２日付け札幌医科大学告示第８号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 札幌医科大学事務局業務課
所在地 札幌市中央区南１条西 丁目

札幌医科大学告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年３月 日

札幌医科大学長 今 井 浩 三
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量
札幌医科大学附属病院医療器機等中央管理業務 一式

２ 落札を決定した日
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平成 年３月 日
３ 落札者の氏名及び住所

氏 名 株式会社ムトウテクノス
住 所 札幌市中央区北２条西 丁目１番地２

４ 落札金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の告示
平成 年２月９日付け札幌医科大学告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 札幌医科大学事務局業務課
所在地 札幌市中央区南１条西 丁目

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


